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○学校いじめ防止基本方針の策定  

○学校いじめ対策委員会設置 週１回定例開催  

〇いじめ対策の日：（令和６年度より）各学期１回  

○いじめに関する連絡協議会（全体会）設置 学期１回開催  

○いじめに関する研修の実施 ５月、１０月、１月  

○全校朝会での校長講話 いじめ問題に触れ、「いじめは絶  

対に許されない」ことを学校全体に醸成 学期１回以上  

○いじめに関する授業の実施 道徳の授業等で学期１回以上  

○縦割り班活動の充実による良い人間関係の構築 年９回  

○児童による人権集会の開催：１２月  

人権尊重の視点で、言葉の暴力撲滅キャンペーンなど  

○都教委によるいじめ防止カードの活用  

  全都の取り組みを積極的に学校に取り入れて活用する  

 

○いじめ調査「生活に関するアンケート」実施：6、11、2月 

○スクールカウンセラーによる面接の実施  

６年６～７月、５年（全員）５～６月、４年６～７月  

○学級満足度調査Ｑ－Ｕの実施（年２回） 学級集団を知る  

 

○校長室前にいじめ相談「ふれあいポスト」を設置する  

  年度当初の全校朝会で児童に周知し、活用を図る  

○いじめ実態調査の分析により情報を生かす  

  実態調査の結果を分析、分類するなど確実に受信する  

○児童の行動の記録、ファイリングの徹底  

○ファイリングされた情報や実態調査等により把握した情報

を、金曜夕会等で全員で共有し、いじめを見逃さない  

○いじめ発見のチェックシート活用により確実に発見する  

○学校便りや保護者会、保護者面談等を積極的に活用する  

○スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等を

保護者へ紹介する  

○児童館や学童クラブと連携し、確実に対応する  

７ ４つの段階に応じた具体的な取り組み  
 

   いじめを「未然防止」「早期発見」「早期対応」「重大事態への対処」４つの段階で

捉え、それぞれの段階に応じた取り組みの視点と具体的な取組内容を示す。対応に当

たっては、前述のポイントを常に念頭に置いて進めていくことが重要である。  

 

段階    視 点          具体的な取り組み内容  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

Ⅰ
 

未
然
防
止 

 

いじめをさせない  

 

いじめを見て見ぬ

ふりをさせない  

教員の指導力を向

上させ、組織的な

対応を進める  

Ⅱ
 

早
期
発
見 

被害の児童、周囲

の児童からの情報

を確実に受信する  

学校いじめ対策委

員会等で、いじめ

を確実に発見する  

子供の日常生活か

らいじめの萌芽を

素早く察知する  

保護者・地域との

連携を密にして確

実に発見する  
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○把握した情報に基づき、対応方針を策定する  

  迅速かつ的確に対応できるように方針を明示する  

○教職員の役割分担を明確にして対応する  

  情報を共有しながら各自が齟齬無く組織で動く  

○被害児童の安全確保を最優先に対応する  

○スクールカウンセラー等を活用したケアに努める  

○加害児童に対して組織的・継続的に観察・指導する  

○いじめを伝えた児童の安全・安心を確保する  

○市教育委員会への報告・連絡・相談を速やかに行う  

○市教育委員会による指導・助言・支援を仰ぎ、対応する  

○市教育相談室等、関係機関の協力を仰ぎ、対応する  

○学校サポートチームを通じて警察・児相等と連携する  

○いじめ対策保護者会を開催し、連携を密にする  

  正しい情報を共有し、対応方針等を理解していただく  

○学校外における突発的な事故防止に努める  

評議員・地域を活用した登下校時の見守り等を強化す

る  

○被害児童を、複数の教員によりマンツーマンで保護する  

○スクールカウンセラーによる心のケアを実施する  

○スクールソーシャルワーカーによる家庭訪問を実施する  

○玉川適応指導教室への通級等を実施する  

○被害児童とは別室での学習を実施する  

○警察への相談・通報を行う  

○加害児童の懲戒や出席停止等を実施する  

○加害児童とその保護者に対するケアに努める  

○市教育委員会への報告、連携を密にする  

○児童相談所等の福祉機関や医療機関と連携する  

○都教育委員会のいじめ問題解決支援チームを活用する  

○弁護士等、法の専門家から指導・助言を仰ぐ  

 

○いじめ対策緊急保護者会を開催し、連携を確実にする 

○ＰＴＡ役員・学校評議員と連携を密にし、協働する 

○民生・児童委員等と連携し、家庭・地域と対応する  

○マスコミ等へ適切に対応し、個人情報の保護に努める  

○法第２８条に基づき、必要な措置を講じる  

当該重大事態に係る事実関係を明確にする調査等の実施  

○法第３０条に基づき、必要な措置を講じる  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Ⅲ
 

早
期
対
応 

被害の児童、加害

の児童、周囲の児

童へも対応する  

市教育委員会等、

関係機関と連携し

て対応する  

学校いじめ対策委

員会を中心に対応

する  

保護者・地域との

連携を密にして確

実に対応する  

 

Ⅳ
 

重
大
事
態
へ
の
対
処 

加害の児童へ必要

な措置の実施と心

のケアに努める  

市教育委員会と連

携し、専門機関等

との連携を広げる  

被害の児童を保護

し、心のケアに努

める  

保護者・地域との

連携を確実に行い

、緊急対応を実施  

いじめ防止対策推

進法に基づく措置

を講じる  


